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第12章 税制 

 

タイに投資をしようという外国企業にとって、その税制は重要な要素である。タイの税体系は、

法人所得税（20％）、付加価値税（7％）、特定事業税（0.01～3.3％）、個人所得税（0～35％の累進

課税）、非居住者源泉課税（海外送金に対する源泉徴収、10～15％）、石油所得税、関税（第 16 章

2 節で取り上げる）、物品税、印紙代等の国税と、土地家屋税、看板税等の地方税がある。なお、

2024 年 7 月より、1,500 バーツ以下の少額輸入貨物も付加価値税の対象になった。また、2023 年

9 月より、2024 年 1 月 1 日以降に発生した課税所得は、過年度の所得であってもタイに持ち込む

限りにおいて課税対象となった点に留意されたい。 

国税のうち、法人所得税、付加価値税、特定事業税、個人所得税、印紙税は国税法典において規

定され、運用の詳細は、勅令、財務省令、告示、通達等に規定されている｡ 

 

1．法人所得税 

タイで事業活動を実施する法人は、法人所得税を納めなければならない（BOI の奨励認可を受

けた事業に係る法人所得税の減免については、既に第 9 章の「主要投資インセンティブ」で触れ

たのでここでは省略する）。 

タイ国法の下で登記された企業は、所得の源泉が国内か国外かを問わず、全ての所得が課税の

対象となる。タイ国内で未登録または非居住の外国企業は、タイ国内源泉の収入に対してのみ課

税される。課税方法には、申告納税、源泉徴収、査定官による査定徴収の 3 種がある。 

申告納税は、年 2 回に分けられている。1 回目は、事業年度を 6 ヵ月経過した日から 2 ヵ月以内

に、企業が見積もった年間課税所得の 2 分の 1 に相当する税額を申告・納付する。2 回目の申告に

ついては、決算日から 150 日以内に確定申告を行い、納付税額を調整したうえで、必要な税額を

納付する。 

ただし、当初見積もった年間所得が、実際の年間所得によりも 25％以上低く、中間納税額が本

来納めるべき税額を下回っていた場合、合理的な理由がない限り、不足税額の 20％を追加徴収さ

れるので注意が必要である。なお、法人設立初年度や会社解散で会計期間が 1 年未満の場合は、

中間申告は必要とされない。 

税率は、課税所得に対し原則 20％である。一方、中小企業（払込資本金 500 万バーツ以下、か

つ収益が年度で 3,000 万バーツ以下）については、図表 12-1 に示されている軽減税率が適用され

ている。 
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図表 12-1  中小企業に対する法人所得税率の軽減措置 

 

（出所）JETRO 資料より作成 

 

課税所得は、損益計算書の税引前利益に税務上の各科目を加減して調整、算出する。通常の事

業経費や減価償却費は総収入からの控除が認められる。ただし、資産の譲渡、役務の提供、資金の

貸付等に係る益金収入については、無償または市場価格より低い価格での譲渡や市場より低い利

息で調達されたとみなされた場合には、査定官が市場価格で収益を査定することがあるので注意

を要する。 

一方、損金に関しては、一定限度を越えた接待交際費や寄付金には損金算入が認められない場

合がある。接待交際費は、当該会計年度における総収益の 0.3％または資本金の 0.3％のうち、い

ずれか大きい方の金額を限度として上限として損金算入できる。ただし、1,000 万バーツを超えて

はならない。また、取締役や管理職員の承認を受け、領収書等により支払いを立証できるものでな

ければならない。寄付金は、寄付金控除前の税務上の課税所得の 2％が上限で、王室・政府プロジ

ェクトや公立病院、公立の教育機関等、指定された団体への寄付が損金対象となる。また乗用車

に係る費用では、月額 36,000 バーツ（約 15 万円）を超えるリース料、購入であれば取得価額のう

ち累計で 100 万バーツ（約 420 万円）を超える減価償却費は、いずれも損金算入ができないとさ

れている。 

税務上の欠損金は翌 5 事業年度に限り繰り越すことが認められており、当該期間の課税対象利

益と相殺することができる。このほか、源泉徴収による納税は広範囲に要求されており、原則とし

て翌月の 7 日までに納入しなければならない。源泉徴収を要求される主な項目は図表 12-3 のとお

り。 

 

図表 12-2  法人が源泉徴収を求められる主な項目 

 

（出所）BOI 資料より作成 

 

  

軽減税率

1 課税所得が1～30万バーツまで 0%

2 同30万超～300万バーツまで 15%

3 同300万バーツ超 20%

中小企業（払込資本金500万バーツ以下、且つ収益が年度で3,000万バーツ以下）への軽減措置

支払の種類 税率

1 内国法人が弁護士等の職業的専門家に支払う報酬 3%

2 内国法人が内国法人または個人に支払う広告料 2%

3 内国法人が日本に支払う配当金 10%

4 内国法人が日本に支払う技術使用料 15%

5 内国法人が日本に支払う利子等 15%
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2．付加価値税 

VAT は日本の消費税に相当し、タイ国内における物品の販売、サービスの提供や輸入に対して

7％の税率で課税される。年間収益が 180 万バーツ（約 750 万円）を超える事業者は、VAT 登録事

業者として税務当局に登録をしなければならない。 

VAT は 1992 年から導入されているが、通貨・経済危機後の景気の刺激を目的に、当初時限措置

として税率が 10％から 7％に引き下げられ、以降更新を繰り返し今日に至っている。なお、VAT の

課税対象とならない取引（非課税）には、農産物、動物、肥料、飼料等の販売、新聞、定期刊行

物、教科書の販売等がある。また、輸入については CIF 価格に関税、物品税を上乗せした価格に

7％課税され、輸出についてはゼロ税率が適用される。また、2021 年 9 月 1 日から施行された歳入

法の改正により、国外からタイ国内向けにオンラインサービスを提供している「E-Service」の提供

者（電子商取引のプラットフォーム、モバイルゲーム、動画配信サービス等）は、タイ国内企業と

同様に、納税者登録の義務及び付加価値税の納税義務を負うことになる。 

納税企業は、取引ごとの税額表（Tax Invoice）を用いて、販売時に受け取った VAT（売上税）と

仕入れ時に支払った VAT（仕入税）との差額を積上げて納税（場合によっては還付もある9）する。

ただし、取引証明書である Tax Invoice がない VAT、Tax Invoice の発行資格のない者が発行した Tax 

Invoice に基づく VAT、交際費に係る VAT、事業に直接関係しない支出に係る VAT、乗用車または

10 人乗り以下のバスの購入、ハイヤーパーチェス・リースに係る VAT 等は、売上 VAT から控除

することはできない。Tax Invoice は原則として供給者が発行する義務を負うが、物品を輸入する

場合は関税局の発行した領収書が、サービスの輸入の場合は歳入局の発行した領収書がTax Invoice

となる。 

実際の納税は、月ごとに翌月の 15 日までに申告をし、納税を行う。ただし、物品の輸入の場合

は通関時に関税局へVATを納付し、サービスの輸入（例えば日本本社へのロイヤリティーの支払）

の場合には、サービス料を支払った翌月の 7 日までにその支払者が申告し、歳入局に VAT を納付

する必要がある。 

 

3．特定事業税 

特定事業税は、金融機関、証券業、保険業、不動産販売業等付加価値の算定が困難な特定事業

に対して課される税金である。当該事業には、特定事業税の税率に地方税として 10％が上乗せさ

れた税率が適用されている。特定事業税（地方税込）の税率は 2.75％または 3.30％だが（図表 12-

3）、商業銀行事業、ファイナンス、証券業務の特定の取引の税率は 0.011％に軽減される場合もあ

る。 

これらの業務を専ら行う企業に限らず、一般企業でも土地を譲渡した場合や貸付金の利息を受

領した場合にも、特定事業税は課せられる。税額は各月の総収入に税率を乗じて算出され、原則

として翌月の 15 日までに申告し、納税しなければならない。 

 

9 売上税総額が仕入税総額を下回る場合には還付を受けるが、還付は、翌月以降の納税分と相殺する方法ま

たは還付請求で支払われる。還付請求時には原則税務調査が行われるが、会社立ち上げ時で売上がない場

合や輸出中心の企業の場合には、税務調査に時間がかかり、還付が遅延し、問題視されることがある。 



 

タイの投資環境 

 

80 

図表 12-3  特定事業税課税対象事業と適用税率 

 

（出所）JCIF 資料等より作成 

 

4．個人所得税 

暦年中に通算 180 日以上タイに滞在する外国人は居住者とみなされ、国内源泉所得と一定の国

外源泉所得に対して課税される。また非居住者の場合でも、タイ国内源泉所得は課税される。2025

年 4 月時点での個人所得税の税率は、図表 12-4 に示すような 0％～35％までの累進税率となって

いる。 

個人所得税の課税年度は暦年で、翌年の 3 月末（電子での申告の場合、4 月 8 日）までに各個人

が確定申告を行い、納税する必要がある。ただし、タイでも日本と同様に、給与所得に関する源泉

徴収制度がある。企業は各個人の年間所得を推計し、それに基づき毎月の個人所得税額を算出し、

給与から天引きして納税する義務を負っている。この場合、企業は給与支払い月の翌月 7 日まで

に申告し、納税する必要がある。その際、源泉徴収証明書が発行され、各個人が事後に確定申告を

行う点は日本と同様である。 

個人所得税の控除制度には図表 12-5 のようなものがある。 

 

図表 12-4  個人所得税の累進税率 

  

（出所）JETRO 資料より作成 

 

 

課税対象事業 税率

1 商業銀行業務 3.30%

2 ファイナンス、証券業務 3.30%

3 生命保険業務 2.75%

4 質業 2.75%

5 商業銀行類似業務 3.30%

6 不動産販売 3.30%

7 有価証券 免税

税率

1 0 ～ 15万バーツ 免税

2 15万バーツ超 ～ 30万バーツ 5%

3 30万バーツ超 ～ 50万バーツ 10%

4 50万バーツ超 ～ 75万バーツ 15%

5 75万バーツ超 ～ 100万バーツ 20%

6 100万バーツ超 ～ 200万バーツ 25%

7 200万バーツ超 ～ 500万バーツ 30%

8 500万バーツ超 35%

累進税率所得区分
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図表 12-5  個人所得税の各種控除制度 

 

（出所）JETRO 資料より作成 

 

5．石油所得税 

石油所得税は、石油会社の所得に対して課税される。課税対象企業は、タイ政府から石油採掘

区の割当許可を得ている企業や、石油採掘区の所有者から輸出目的で石油を購入する企業である。

石油会社の所得には、石油と天然ガスの製造、輸送、販売によるものと、採掘区の使用料、鉱業権

の譲渡等がある。 

石油所得税の税率は純利益の 50％である。また、2017 年に石油法が改正となり、「石油及びガ

スの生産者・投資家による生産物分与協定（Production Sharing Agreement：PSA）」の制度が導入さ

れた。これに伴って石油所得税法も改正され、PSA を締結した生産分与者に対する税率は 20％と

されている。 

 

6．物品税 

物品税は、嗜好品と考えられる特定のサービスや物品の販売に対して課される。課税対象の物

品やサービスでは、自動車、バイク（二輪車）、アルコール飲料、香水・化粧品、ゴルフ場（利用

サービスや会員権収入）等が挙げられている（図表 12-6）。輸入品も課税対象となる。 

税率は、小売価格を基にした従価税率または数量・重量を基にした従量税率、もしくはその両

方で設定されている。納税義務者は、製造業者または輸入業者で、国産品の場合は物品の出荷時

点で、輸入品の場合は通関時点に納税義務が生じる。 

  

1 基礎控除 所得の50％（給与所得の場合）。但し10万バーツが上限

2 本人控除 6万バーツ

3 配偶者控除 6万バーツ

4 両親扶養控除 3万バーツ/人（60歳以上､所得制限あり）

5 子供控除 3万バーツ/人（養子は最高3人まで、所得制限あり）

6 障害者扶養控除 6万バーツ/人（所得制限あり）

7 住宅ローン支払利子控除 最高10万バーツ

8 生命保険料控除 最高10万バーツ

9 退職年金基金積立金控除 最高50万バーツ

9 社会保険料控除 最高9,000バーツ
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 図表 12-6  物品税課税品目 

 

（出所）PwC 「Thai Tax 2024/2025 Booklet」より作成 

 

7．印紙税 

契約書や金融・商業関係書類、株式会社の定款等、歳入法典に規定されている 28 項目の文書や

証書の作成に際し、印紙税が課せられる。歳入法付則の「印紙税額表」には、印紙税の対象となる

証書、税額、税負担者等が列記されている。税率は文書や証書の種類によって異なっており、例え

ばリースや請負契約書では 1,000 バーツの価値につき 1 バーツとなっている。 

 

8．土地家屋税 

2019 年 3 月、「新土地家屋税法」が発効した。これは従来の土地家屋税と地方開発税に代わるも

ので、日本の固定資産税に相当し、地方税である。従来の土地家屋税、地方開発税は廃止となる。 

2020 年 1 月より、1 月 1 日時点である土地か建物を保有する者に、当該年の土地・建物税を課

税する。国が定める評価額に対し、利用目的に応じて、0.15％から上限 3％の、課税がなされる。 

土地、建物やコンドミニアムユニットの評価額が課税標準となり、毎年 1 月 1 日時点の所有者

や国有の土地・建物の占有者が納税義務を負う。ただし、公用資産や慈善目的の試算、国連や収

益獲得を目的としない基金が所有する資産や資産価値が 5,000 万バーツを超えない、個人の主たる

住居、その他奨励で定める資産は土地家屋税の課税対象外である。 

 

9．看板税 

これも地方税で、収益事業目的で使用される会社名、商号、商標等が記載された看板の所有者

に看板の面積に応じて課税する税金である。ただし、事務所内部の看板や自動車に掲示された場

合は、看板税は免除される。 

税額は言語によって異なる。タイ語のみが記載されている場合は、500cm2あたり 5～10 バー

ツ、タイ語と外国語が併記されている場合は同 26～52 バーツ、外国語のみまたは外国語の下に

タイ語の記載がある場合は同 50～52 バーツが課される。看板の所有者は毎年 3 月に申告書を提

出し、査定通知日より 15 日以内に納税しなければならない。 

1 石油・同製品 11 大理石・花崗岩

2 一部のノンアルコール飲料 12 オゾン層破壊物質

3 一部の電化製品 13 アルコール飲料

4 バッテリー 14 タバコ製品

5 クリスタルガラス製品 15 トランプ

6 自動車 16 娯楽サービス

7 二輪車 17 競馬場、レース場、宝くじ

8 ボート 18 ゴルフ場

9 香水・化粧品 19 通信サービス

10 毛織の絨毯
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10．二重課税防止条約 

タイは、日本と二重課税の回避、脱税の防止のために、日タイ租税条約を締結している。この条

約の対象となる租税は、日本の場合は所得税と法人税で、タイの場合は法人所得税、個人所得税

及び石油所得税である。この条約では、これらの租税についてどちらの国が課税するかを明確に

している。また、二重課税排除のために、①タイにおいて課税された税額は日本において納付すべ

き法人税額から控除される（直接外国税額控除制度）、②投資奨励法の規定により、タイ子会社が

減免された所得税額を、日本においてみなし外国税額控除することが認められる等の制度が設け

られている。 
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